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「聖なる武具」ヒエラ・ホプラ
――古典期アテナイにおける「聖－俗」の変容を巡って――

齋 藤 貴 弘

序

前4世紀末のアテナイでは、18歳を迎えて市民権を取得した若者たちはエフェボス
〔複・エフェボイ〕（壮丁）として、国境警備など2年間の軍事教練にあたることになって
いた。伝アリストテレス『アテナイ人の国制』（42．2－5）が伝える軍事教練の姿は、アテ
ナイがカイロネイアの戦い（前338年）に敗れた後のリュクルゴス時代に制度的に整備さ
れたと考えられる一方、その原型はこれ以前に遡るとされている。1）

また、このエフェボス制度に関わって、アカルナイ区（現メニジ）からはエフェボスた
ちが軍事教練に就くにあたって誓った「エフェボスの誓い」を刻んだ碑文が出土してい
る。2）この碑文は、三角屋根型の頭頂部の中央に丸楯、両脇に兜や胸当て・脛当てを配した
レリーフが施され、最初に「エフェボスの誓い」、続いて「プラタイアの誓い」と呼ばれ
る別の誓言が併せて刻まれている。「エフェボスの誓い」の内容は以下の通り。

神々。
アレス並びにアテナ・アレイア祭司、
ディオーンの子、アカルナイ区のディオーン
奉献。

エフェボイ

壮 丁が誓うべき、父祖伝来の誓い。［三字欠］私は聖なる武具を辱めることなく、共
に陣列を組んだ左右の戦友を置き去りにするようなことは致しません。天道と人倫と

まも

を衛り、祖国を損なうことなく、一身の及ぶ限り、また総員一丸となって、さらに宏
壮なものにしてこれを後代に伝え、指揮の任にある者の命、現存する掟、また今後掟

おろそ

を定めた場合にはこれにも、謹んで服します。これを疎かにする者があれば、一身の
及ぶ限り、また総員一丸となって、座視することなくこれを防ぎます。伝来の神事を
尊びます。照覧し給う諸神はアグラウロス、ヘスティア、エニュオ、エニュアリオス、
アレス及びアテナ・アレイア、ゼウス、タッロ、アウクソ、ヘゲモネ、ヘラクレス、

い ち じ く

祖国の境域、小麦、大麦、葡萄樹、オリーブ樹、無花果樹。［欠］3）

誓いでは、戦列を見捨てないなど兵士として果たすべき行いや理念が謳われたのち、そ
の誓いの証人として、ゼウスやアレス、戦のアテナ、といった神々やヘラクレスといった
神格に加え、聞き馴染みのないタッロといったマイナー神格の名も挙げられ、さらには、
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祖国の境界石に加え、小麦・大麦・葡萄樹・オリーブ樹・無花果樹と主要な農産物までも
が証人に列せられているところが興味深い。

1．問題の所在

上述の如く、エフェボス制の正確な起源ははっきりしておらず、この誓いの文言も様々
な観点から、その制度の原型となる慣行の成立時期や誓いの性格などについて議論されて
いる。4）碑文自体は、前4世紀の第2乃至第3四半世紀に刻まれたとされるが、誓いの文言
自体は「アルカイック」風の言葉遣いなどから、少なくとも前5世紀まで遡るといった見
方が通説的見解となっている。5）他方で、Robertsonはペルシア戦争前の前5世紀初めの状
況とレウクトラの戦い後の前360年頃の社会状況の類比から、この碑文が基本的にはその
頃に考案されたものと主張しているが、近年、Hendersonはこの可能性に理解を示してい
る。6）

本稿の関心はこの制度の起源を直接的に論じることではなく、「エフェボスの誓い」
を通じて、古代ギリシア人―特にアテナイ人―の「聖俗」観とその歴史的展開を検証す
る点にある。その上で、注目すべきは、原文6－7行目「聖なる武具」ヒエラ・ホプラ
τὰ ἱερὰ ὅπλαである。複数形でホプラは、楯・兜・胸当て・脛当てといった武具一式を指
し、単数形ホプロンでは、重装歩兵の持つ丸楯を指す。そして、それらを装備した兵士が
ホプリテス、すなわち重装歩兵となる。故にホプラは、古代ギリシアの集団戦の基本を為
す重装歩兵に不可欠なものとなる。問題としたいのは、この古代ギリシアの戦争をまさに
象徴するとも言えるホプラが、ここで何故、ヒエラ、すなわち「聖なる」と形容されてい
るのかという点である。
確かに、「エフェボスの誓い」では、まず冒頭に「神々」とあり、そして先に述べた如

く、最後に誓いの証人として、様々な神々の名が挙げられている。そもそも誓いという行
為そのものが宗教的行為である。だが、そのことをもってして、武具をヒエラと形容する
ことには飛躍がある。事実、ホプラをヒエラと称する事例は、例外的と見做し得るわずか
な事例（後述）を除き、この「エフェボスの誓い」にしか認められない。7）古代ギリシアに
おける史料の残存状況は考慮しなければならないけれども、古代ギリシアにおける戦士の
規範を示す一般的な内容とも目されるような「エフェボスの誓い」にあって、他史料から
確認できない「聖なる武具」ヒエラ・ホプラという表現は、その語の異質さをより際立た
せているように思われる。
ここで、ヒエラ・ホプラの問題を検討する前提として、古代ギリシアにおける「聖俗」

概念の特殊性を確認しておきたい。まず、ヒエラ（ヒエロス）hiera/hieros は、形容詞と
して sacredと一般に訳される。故に、ヒエロンと中性名詞（単数形）化されて、「神殿」
「神域」を指し、また中性複数名詞ヒエラの形で「供犠」を意味したりもする。古代ギリ
シアにおいて、sacredに相当する語は他に hagnos といった語もあり過度に単純化はでき
ないが、前5世紀以降アテナイにおいて「ヒエラとホシア」hiera kai hosia という形で、
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ヒエラの対概念として組み合わされたのがホシアである。ホシアは、一見したところ「世
俗」secularに近い概念と言える。但し、この語の解釈を巡っては未だ論争があるものの、
単なる世俗ではなく、ここにもある種の宗教性を認める見解が一般的となっている。8）

不死なる神々によって創造された「世界」に遅れて参入した死すべき人間たちのコミュ
ニティは、いかなる側面においても神々との関わりから決して無縁ではいられず、ただ、
その関わりの「濃淡」によって棲み分けられていたと観念されていた。9）故に、「ヒエラと
ホシア」は、言い換えるならば、ギリシア人を取り巻く多神教世界において、その「世界」
を構成する中の「神々のための神々の領域」（に関わるもの）がヒエラ（ヒエロス）、「神々
に認可された人間の領域」（に関わるもの）がホシア（ホシオス）ということになる。
本稿では、上記のようなギリシア人の「世界」において、「エフェボスの誓い」の文言

として登場するヒエラ・ホプラの意味するところ、そして、その語の歴史的背景を検討し
てみたい。この問題は、古代ギリシア人、とくにアテナイ人が戦争―とりわけ、この誓
いで謳われている祖国の防衛―という活動をどのようなものとして認識していたのかを
照らし出すとともに、エフェボス制度成立の起源を巡る議論に新たな手がかりをもたらす
ことができるものと思われる。

2．古代ギリシアにおける戦争

ａ．「市民＝戦士」理念
問題を論じるにあたり、そもそも古代ギリシアにおける戦争のあり様を、その理念的な

背景も含めつつ、特に神々との関係性という観点から、まず概観しておきたい。古代ギリ
シア文明を展開させる基盤となったのは、前8世紀に入って成立したポリスと呼ばれる都
市国家共同体である。この小さな独立国家であるポリスが、その後、地中海全域に展開し、
その数1，000以上に及んだ。このポリスにおいて戦争は、貴族政の時代にあってはポリス
を支配する少数の貴族たちによる戦闘で担われていたが、やがてポリスの構成員たる市民
たちが重装歩兵という形で参戦する集団戦へと移行し、戦闘の標準的なスタイルとなっ
た。10）

平時は、一市民として生活する構成員が、戦時には兵士として仲間とともに戦争に赴く
故に、ポリスは、研究史上「市民＝戦士」共同体とも呼ばれる。そして、この「市民＝戦
士」を成立させるうえで欠かせないのが、武具自弁の原則であった。すなわち、重装歩兵
として戦列に加わるのに必要な武具一式は、市民各自が自ら用意することが求められた。
このことはすなわち、市民一人ひとりには重装歩兵の武具を自前で用意できる程度の経済
的自立が求められたということでもある。
この市民一人ひとりの経済的自立の基盤となったものは、歴史的展開を踏まえれば、そ

れは多様性を見せるけれども、根源的あるいは理念的に言えば、それは自ら所有する土地
で営まれる農業であった。つまり、ポリス＝「市民＝戦士」団を支えたものは、自ら所有
する土地で生計を賄いつつ、帰属するポリスの危機に際しては、武具を携えて仲間ととも
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に戦い、共同体と自ら（の家族）を守ることのできる者こそがポリスの十全な成員であり、
ポリスの運営に参画する権利を持つ―という考え方であった。故に、ポリス市民は、農
民＝戦士でもあり、「市民＝戦士」理念を基盤とするポリスの戦争を考える際に、その成
員の土地（所有）という観点を欠くことはできない。従って、証人列挙の終わりで、祖国
の境界石に続いてギリシアの主要農産物を挙げる「エフェボスの誓い」は、まさに、土地
所有に基づき農業を生計の糧として自立する「市民＝戦士」団を体現するものとなってい
る。11）

ｂ．戦争のシーズンと「神聖休戦」
このようなポリス共同体の「市民＝戦士」的特徴は、実際の戦争行為にも大きな制約を

加えた。すなわち、小麦・大麦・葡萄・オリーブ・無花果といった主要生産物を育てる農
業を生業とするポリス市民にとって、農繁期の最優先事項は、自らの土地の作物の手入れ
であったから、戦争は原則的には農閑期、すなわち晩夏に行われるものであった。
他方で4年に一度、地中海中からギリシア人たちが蝟集し、ゼウスの神域オリュンピア

で行われたオリュンピア競技祭（古代オリンピック）といったパンヘレニック（汎ギリシ
ア的）な祭典もまた、こうした事情から同様に農閑期であるこの時期に行われていた。故
に、古代ギリシア人にとって農閑期は、戦争のシーズンでもあり大祭典のシーズンでも
あった。
ここで当然、祭典と戦争が重なった場合はどうなるのかという疑問が浮かぶが、これに

関しては「神聖休戦」12）というギリシア圏で共有されていた制度が存在した。パンヘレニッ
クな祭典の開催にあたって開催国は、その数カ月前から各地に使節を派遣し、祭典開催前
後の数カ月を祭典の開催と参加者・観客の聖地への往来安全を保障するために「神聖休戦」
期間と定め、戦闘行為を控えるよう求めたのである。13）古代において「平和の祭典」は、
戦争を強制的に活動停止にすることで実現されたものであった。
「神聖休戦」違反を巡る事件も伝えられてはいるけれども、基本的に、「神聖休戦」が機
能していた実態からは、祭祀（宗教）活動を、戦争よりも優先する古代ギリシア人の基本
姿勢が認められる。14）事実、ペルシアの大軍がギリシア本土に刻一刻と突き進む中、ギリ
シア人たちは、その年のオリュンピア競技祭を中断・放棄することなく続けていた。15）ま
た、これに先立って、マラトンの戦い前夜、アテナイから援軍を求められたスパルタは、
加勢自体には承諾したものの、祭祀期間が明けるまでは軍を派遣することはできない旨を
回答し、祭祀後にマラトンに急行した時には既に戦闘が終わっていた。16）

3．戦争とヒエラ

ａ．戦争における宗教的活動
では、実際の戦争にあたって、宗教はどうかかわっていたのであろうか。まず、開戦に

あたって、神託伺いやその他の託宣の類から行動の是非が問われた。サラミスの海戦前夜
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にアテナイがデルフォイから受けた「木の壁」の神託（Hdt.7.141）が有名であろう。ま
た、実際に軍事行動に移った場合、個々の戦闘の開始にあたっては、吉兆の占いが行われ
たり、戦場に随行した占師が助言を行うことがあった。17）そして、戦闘が行われた後には、
戦勝側は敵からの戦利品などを用いて神々に勝利に対する感謝の奉納を行った。18）

このように戦争の開始前から終了後に亘って、宗教あるいは儀礼は戦争と様々な関わり
を持っていた。19）だが、それは、ギリシア人が人間同士の問題、すなわちホシアの領域で
ある戦争という行為と神々との関係であるヒエラとを無分別にない交ぜにしていたという
ことではない。例えば、戦闘に際して戦場となる領域に存在する神域に対しては、敵地で
あっても侵害することは原則的に憚られた。イオニア反乱におけるサルディス焼き討ちの
際に、意図せず火の手がサルディスの神殿にまで及び、これを焼き払ったことは、ペルシ
ア王ダレイオスの激しい怒りを招いたばかりか、ギリシア人たちにも深い悔悟の念として
重くのしかかった。20）また、時代が下って、マケドニア王フィリポス2世暗殺の報を受け
て、反旗を翻したテーバイに対してこれを鎮圧した新王アレクサンドロス3世は、都市テ
ーバイを徹底的に破壊したが、その地の神域（とピンダロスの生家）だけは手をつけなかっ
た。21）この態度には、人間同士の争いに際して、神々の領域はこれと無縁なものとして、
関わりを差し控える姿勢が見て取れる。
他方でまた、その戦場においても、戦闘終了後には、両軍が一時的な休戦を交わし、戦

場に残された自軍兵士の遺体回収を行いもした。22）死者の埋葬は、不文の法に定められた
掟であり、敵味方関わらず、埋葬は戦闘という人間同士の争いの場において、別次元とし
て保証されていたと言えるだろう。23）

ｂ．ヒエラな戦争・ヒエラな武具
以上のようなギリシアにおけるヒエラと戦争の一定の隔たりの基本姿勢にあって、例外

的にヒエラ（という語）が戦争乃至武具と結びついた事例がある。一つ目は、「神聖戦争」
ヒエロス・ポレモス ἱερὸς πόλεμοςである。デルフォイの神域の管轄権を巡って行われた
争いは、個別の事情から背景を異にするも、前6世紀初頭の第1次から、前4世紀後半の
第4次まで「神聖戦争」ヒエロス・ポレモスの名で呼ばれている。だが、史料の上で「神
聖戦争」と言及されているのは第2次と第3次のみであり、第1次、第4次を含めて「神
聖戦争」と呼ぶのは研究史上の慣例に過ぎない。24）

古代においても、「神聖戦争」という概念が成立したのは前5世紀遅くになってのこと
とされている。25）「神聖戦争」に言及した最初期の史料はトゥキュディデスで、第2次神聖
戦争に触れた際、「いわゆる神聖戦争」τὸν ἱερὸν καλούμενον πόλεμον（Thuc.1.112．5）26）と
述べている。「いわゆる」という語が付されていることから、当時でも「神聖戦争」が正
式名称ではなく俗称であったことが窺える。本来、ヒエラとは無関係な戦争（ポレモス）
という言葉に「ヒエロス」と形容することへの躊躇かもしれない。また、これに前後して
前414年上演のアリストファネスの喜劇『鳥』556行では、「神聖戦争」が、「神々に対す
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る戦い」の意で用いられている。27）喜劇というコンテクストを考えるとこの頃に認知され
つつあった「神々のための戦い」である「神聖戦争」を意図的に意味を逆転させた言葉遊
びになっていると思われるから、やはり、この語は後付け的に醸成・認知されていった呼
称のように思われる。いずれにせよ、本稿の関心から留意すべきは、「神聖戦争」の名は、
係争の対象となった聖域デルフォイに由来して、「神聖」ヒエロスの語が冠されているこ
とである。翻って考えてみれば、一般の戦争行為全般は、ヒエロスではないと認識されて
いたことを逆説的に示していることになろう。
戦争がヒエラではなくホシアの領域に属するものであるとすれば、戦闘に不可欠の武具

もまた、ホシアなものとなるはずである。だが、「エフェボスの誓い」以外にヒエラ・ホ
プラと言及されている事例は皆無ではない。第2次ペルシア戦争におけるペルシア軍のデ
ルフォイ侵攻の際に生じた奇跡譚を語る中でヘロドトスは「聖なる武具」に言及している。

「すでにペルシア軍は近くに迫り、遥かに聖域を望むあたりまできた時のことであっ
たが、神託係りの祭司はその名をアケラトスといったがいかなる人間も手を触れるこ
とを許されぬ聖なる武器が、本殿の奥から持ち出されて神殿の前にあるのを目にし
た。」（Hdt.8.37.1：松平千秋訳）

ここで言及されているヒエラ・ホプラとは、デルフォイの神殿に納められた神の所有す
る「いかなる人間も手を触れることを許されぬ」武具であり、ホプラがヒエラと形容され
ている由縁は明らかである。換言すれば、通常の人間が用いるホプラがヒエラと見做され
る道理は、この観点からは認め難い。28）

最後に、戦争と聖性との結びつきで、おそらくもっとも有名な事例がテーバイの「神聖
部隊」ヒエロス・ロコス ἱερὸς λόχοςであろう。150組の同性愛の兵士300人で構成された
精鋭部隊であり、前371年のレウクトラの戦いにおいてテーバイがスパルタを破った際に
も活躍したが、前338年マケドニアとのカイロネイアの戦いで玉砕した。この部隊の設立
は、前379年スパルタからテーバイが独立を奪還した際にゴルギダスによって設立された
とされる。29）この部隊が「神聖」ヒエロスと冠されている理由について、プルタルコスは、
以下のように述べている。

イオラオスはヘラクレスに愛され、数々の冒険を共にし、ともに戦ったというが、こ
のイオラオスについてアリストテレスは、愛する者と愛される者とは、今でも彼の墓
前で誓いを交わす、と言っている。そして、プラトンが愛する者のことを「神に憑か
れた友」と呼んでいることを思うならば、先ほど述べた部隊が「神聖」部隊と呼ばれ
るのもむべなるかなということになる。（Plu. Pel.18.5－6. 柳沼重剛訳）

これに続いて、カイロネイアの戦いで玉砕した彼らの姿を見たマケドニアのフィリポス
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2世は、その死に様に感銘を受け、「この者らが恥ずべきことを為した、ないしは為され
ておったと考えるような輩は、惨めな死に方をすればよかろう」（Plu. Pel.18.7. 同訳）と
称賛の言葉を述べたとされる。カイロネイア以降、プルタルコスの時代に至るまでに「神
聖部隊」は伝説化したところがあり、その虚実を見極めることが難しいところがある。30）そ
の名前の由来に関しても、プルタルコスが伝える由縁が事実なのか、あるいはまた、ゴル
ギダスによる設立当初から、その名を冠せられていたのかの確証はない。但し、前323年
ハルパロス事件を巡る裁判の際のデイナルコスの弁論の一節（Din.1.73）で、「神聖部隊」
への言及があり、管見の限りこれが古典史料での「神聖部隊」に言及した最初の事例であ
る。31）その名の起源には疑う余地があるが、少なくとも、この時点で、その名はアテナイ
にも周知されていたことは確かである。32）

4．「エフェボスの誓い」におけるヒエラ・ホプラ

ａ．テキスト
以上から一般に古代ギリシアの「ヒエラとホシア」の世界観において、戦争は原則的に

ホシアに属するものであり、そこで使用される武具（ホプラ）もまたホシアであることが
確認できた。では、なぜ、「エフェボスの誓い」では、武具が「聖なる」ものとされてい
るのであろうか。この問題に関して、先行研究の関心は概して薄いが、まずその議論を追っ
てみたい。関連して「エフェボスの誓い」は、碑文以外にもこれを伝える幾つかの古典史
料が存在し、テキスト間で異同も含まれているから、まず初めに碑文の当該部分を挙げた
後、古典史料からヒエラ・ホプラに関する部分だけ抜き出して列記する。33）

1）碑文（RO88）6－8行目
οὐκ αἰσχυνῶ τὰ ἱερὰ ὅπλα οὐδὲ λείψω τὸν παραστάτην ὅπου ἂν στειχήσω·

2）Lycur.1.76
μήτε τὰ ἱερὰ ὅπλα καταισχυνεῖν μήτε τὴν τάξιν λείψειν,

前4世紀末のアテナイの政治家リュクルゴスによる弁論「レオクラテス弾劾」の一節。
碑文のテキストそのままの引用というよりは、パラフレーズされていることが分かる。34）

3）Pollux8.105
οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα, οὐδὲ καταλείψω τὸν παραστάτην, ᾧ ἂν στοιχῶ,

後2世紀の修辞学者ユリウス＝ポリュデウケス（ポリュックス）の作品 onomastikon に
おいて、「巡廻」περίπολοιの説明として、エフェボスの辺境警備に触れた後、誓いの文言
を引用している。Polluxのみ、ホプラを形容するヒエラが脱落している。
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4）Stobaeus Anthologium4.1.48
Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τὰ ἱερά, οὐδ’ ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην, ὅτῳ ἂν στοιχήσω, 

後5世紀にストバイオスによって編纂された詩や散文のアンソロジーに納められてい
る。ここでは、ホプラは碑文同様、ヒエラの形容が冠せられているが、ὅπλα τὰ ἱεράとの
語順となっている。

ｂ．学説史
アカルナイ区で発見されたこの碑文が初めて刊行されたのは、1938年である。35）これに

先立つ1918年に、リュクルゴスやポリュックス、ストバイオスの古典史料を対象に史料
間でのフレーズの対照含め考察した Taylorは、ヒエラ・ホプラについて、この武具がエ
フェボスたちに劇場で民会が開催された際の儀式で与えられることから、ヒエラとされて
いるとの見解を示す。36）

これはイオラオスの墓前で誓いを立てたとされる「神聖部隊」の名の由来と類似した見
解であり、一見、筋は通っているようであるが、戦争や武具は一般にホシアである。戦場
で戦列に加わった中で、一般の兵士の武具がホシアである一方で、エフェボスに与えられ
た武具だけが、こうした理由でヒエラと見做されたとは考えにくい（もっとも、これが
42世代続けば、すべての兵士の武具が民会の儀式で授与されたものとなるけれども）。そ
もそも、エフェボスへの武具の授与であるが、［Arist.］ Ath. Pol.42．4では、以下のように
伝えられている。

「一年目はこのように過ごす。二年目になると、劇場で民会が開かれるときに市民た
ちに陣列の組み方を披露したのち、国家から楯と槍を支給されて田園部の巡視に当た
り、国境要塞で任務に専心する。」（橋場弦訳37））

ここで、エフェボスに与えられるのは、「楯と槍」ἀσπίδα καὶ δόρυである。他方で、ホ
プラは、楯と槍のほか兜や胸当てといった重装歩兵の武具一式を示す言葉であるから、
「エフェボスの誓い」におけるヒエラ・ホプラを民会で授与される楯と槍と同定する Taylor
の解釈には齟齬が認められる。
1977年に碑文テキストに使用されている文言をトゥキュディデスやソフォクレスと
いった前5世紀のテキストとの類比から、誓いの文言のアルカイックな起源を跡付ける
ことを試みた Siewertは、誓いの文言に見られるアルカイックな要素を列記する中で、
Archaic conceptの一つとして、この箇所について “［r］eligious motivation for bravery, not to
disgrace the sacredness of the arms” と述べ、プラタイアの誓いには、“secular motive to fight
for freedom” が記されているとする。38）だが、Siewertの主張する「勇敢さへの宗教的動機」
とは、ホプラがヒエラとされていることからの類推以上のものではなく、それが傍証など
によって歴史的に裏付けられたものではない。ヒエラとされている以上「宗教的」である
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という見方からは、古代ギリシアの「ヒエラ－ホシア」という独特の「聖俗空間」への問
題意識自体が、その前提として欠落してしまっている。
オンライン上のサイト Classical Inquiriesで2018年に小論を掲載した Nagyは、この誓

いを古代ギリシア世界独特の民主政の理念と結びつけて理解することを主張する中で、こ
の誓いの訳文を掲げ、当該箇所に “I will not bring disgrace upon my shield-and-the-rest-of-my
-gear［hopla］, which are sacred［hiera］［for me］”（カッコは原文ママ）と独特の解釈をして
いる。39）「聖なる武具」が、ここでは非制限用法的に「私の武具、それは私にとって神聖な
もの」と表現されている。しかしながら、碑文に記された誓いの文言ヒエラ・ホプラを Nagy
のように訳出する文法的な必然性はなく、彼の独自の解釈に負うところが多いと言わざる
を得ないし、また、その解釈の歴史的根拠が示されている訳ではない。
すべての関連文献を悉皆調査したとは言い難いが、先行研究に目を通せた範囲で、ヒエ

ラ・ホプラに関して幾らかなりとも議論の俎上に載せているのは以上である。40）エフェボ
ス制度を巡っては、前4世紀のアテナイのエフェボス制度を論じた Friend2019や、リュ
クルゴス期からアウグストゥス時代までを射程に入れた Henderson2020と、今も変わら
ず強い関心を引いて専門書が刊行され研究は進展している。41）だが管見の限り、両書でも
ヒエラ・ホプラについて、本稿の掲げる問題意識はまったく共有されていない。そもそも
誓いのアルカイック起源が議論となる際、多くの研究者は碑文のヘッダー部分を除いた5
行目以降を分析の対象とするものの、その最初の誓言「聖なる武具を辱めません」につい
ては、素通りしてしまっている状況である。
そしてまた、上記で取り上げた数少ないヒエラ・ホプラについての諸見解も、それぞれ

の論者の個人的解釈以上に論拠が示されることなく、また、僅かとはいえ存在する先行学
説について後代の論者が参照するということもなく、この論点はエフェボス制度研究とい
う大海で孤島のように点在しているに過ぎない。

5．エフェボスの誓いにおける「ヒエラとホシア」

これまでの検討から明らかになったのは、古代ギリシアにおいて、戦争・戦闘は宗教的
な要素が関わることはあるものの原則としてホシアの領域に属するものであるというこ
と、そして、それに照らして、「エフェボスの誓い」におけるヒエラ・ホプラは、この枠
組みから逸脱するものでありながら、研究史上、十分な検討が加えられてきていないとい
うことである。
では、この問題に如何にして取り組むべきであろうか。消去法的なやり方で、「エフェ

ボスの誓い」におけるヒエラ・ホプラの事例の孤立性を示し、問題自体について浮き彫り
にすることはできたが、その孤立性故にヒエラ・ホプラの由縁を解き明かすための検討材
料は少ない。だが、その数少ない関連事例から確認できたのは、戦争・武具に関してヒエ
ラという語が冠せられたのは、その名の由来が不確実な「神聖部隊」をひとまず脇に置く
として、デルフォイの神域を巡る「神聖戦争」、そしてヘロドトスの語るデルフォイの神
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殿に収蔵されていた神の使用する「聖なる武具」であった。すなわち、戦争や武具に本来
無縁のヒエラ（ヒエロス）という概念が関わるのは、その所有者が神格である場合か、係
争対象が神域・聖地であるかのいずれかということになる。
これを手掛かりとしてみると、人間の使用することを前提とするエフェボスの誓文中の

武具がヒエラと冠せられる理由について、まず前者は除外される。また、第3の可能性と
して、神から与えられたが故に事物が聖性を帯びるということも想定可能だが、誓いの文
言他からその根拠は認められない。では、後者についてはどうであろうか。
「エフェボスの誓い」が主眼に置いているのは祖国アテナイを守り、その繁栄を後世に
繫ぐということであるから、ここで念頭に置かれている戦争は、祖国防衛の戦いと言って
よいように思われる。誓いの文言では、それは「天道と人倫」―ヒエラとホシア―「とを
まも

衛」ると表現されている。ここで言及されている「ヒエラとホシア」について、前者がア
テナイ領内に存在する諸神殿・神域を表し、後者が、それ以外の家屋や土地といった世俗
空間を表すと理解すべきであろうか。確かに、前4世紀において、公的財源は、一般の国
家財源と神殿財庫に分けて管理され、42）民会の議題はヒエラとホシアで分類されていた。43）

だが、「伝来の神事を尊びます」に続いて証人として神々が列挙されて結びとなるこの誓
い全体を覆う色濃い宗教的ムードを鑑みると、ここでの「ヒエラとホシア」は、そういっ
た個別具体的な分類ではなく、ヒエラとホシアで構成される都市空間全体を体現している
ように思われる。
そうであるとすれば、祖国を守る戦い、そのために使用される武具が、ヒエラと表現さ

れることに故なきではないかもしれないが、やはり、ある種の「逸脱」が否めない感があ
る。そもそもポリスの聖俗空間のあり方・基本構成自体は、ギリシア人共有のものであろ
うし、また、歴史的展開としても個別の神殿・神域の設立や展開はあったとしても、概念
としては通時的に一貫したポリスの空間原理であろう。そうした前提にあって、既に見た
ように、元来、戦争全般は、祖国の防衛、対外侵出含め全てホシアと見做されていた。前
5世紀において、デルフォイの領有を巡る戦争でさえトゥキュディデスは、「いわゆる」と
断って「神聖戦争」と述べていることを鑑みる時、「エフォボスの誓い」の世界観は、ヒ
エラに大きく傾倒しているかの様相を呈している。
これまでの研究史では、ヒエラ・ホプラへの無関心の一方で、「ヒエラとホシアを衛る」

との文言に、この誓いのアルカイック起源を認める傾向にあった。44）だが、本稿で示して
きたようなヒエラ・ホプラの異質・例外性、そして祖国を体現するものとしての「ヒエラ
とホシア」という表現、この両者を併せて勘案してみると、むしろ、この誓いにおけるヒ
エラの認識には、擬古文的な趣とは裏腹に歴史的な新奇さが潜んでいるように思われる。
前4世紀に、アルカイック（風）と見做されたことと実際のアルカイック期のあり様が

同じである保証はない。むしろ、過去を想起する際に、当時の認識を無自覚に過去に投影
して、歴史的実態のない「父祖伝来」を作り上げる可能性も考慮しなければならない。た
とえ語句のレベルで前世紀以前にまで跡付けられようとも、その語句に何を了解していた
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のか認識レベルにまで踏み込めば、過去と現在の表面的な繫がりは、その底に断絶ないし
変容を内包していることもあり得る。これまでの考察を踏まえてみれば、「エフェボスの
誓い」におけるヒエラ（とホシア）は、古来の伝統の継承を謳うものでありながら、むし
ろ、前4世紀において変容したヒエラの理解をいみじくも映し出しているように思われ
る。

6．世界観の変容

「エフェボスの誓い」に前4世紀の変容したヒエラ（とホシア）の理解が反映されてい
るとすれば、その変容は、いつ・どのような形で生じたのか。これについては別稿で論じ
たが、前5世紀初頭のペルシア戦争の経験がアテナイ人にもたらした影響が大きいと思わ
れる。45）二度に亘るペルシアの侵攻を退けたという「勝利」の記憶を以後アテナイ人は様々
な形で再構築していく。その中で、アテナイ人は神々を不可知で中立の存在から自らの絶
対的な味方と見做すようになっていった。アリストファネス『雲』587－9では、本来、人
間自身の裁量領域であるホシアに属する国政に関しても、以下のように語られる。

というのはこの国には、無分別な計画がまかり通るとはいえ、あなた方が間違いを犯
した事柄は、神々がいつもよい方向に転換してくれるといわれていますから。（橋本
隆夫訳46））

そして、このような世界観の変容を背景に「土地生え抜き」理念の高まりなどと相俟っ
て祖国もまた、「土地生え抜き」たるアテナイ人を生み出す母なる大地として特別な意味
が付与されていく。言い換えるならば、それは、神々と人間の距離が近づき、ヒエラとホ
シアの境界が曖昧になったということを意味する。
大パンアテナイア祭の賞品に用いられていたオリーブ（油）は、前4世紀初頭とされる

大パンアテナイア祭の拡充のため、法改訂を経て「モリア」と呼ばれる神聖なオリーブの
みならず一般オリーブすべてを対象とすることとされた。47）アテナイ人にとって、祖国の
大地が特別な意味をいや増して帯びていったことを踏まえれば、この変更は聖オリーブ「モ
リア」の俗化というよりは、アテナイに存在する全オリーブの「聖なるもの」への格上げ
に等しい。
また、前336年のエウクラテス動議の通称「反僭主法」を刻んだ石碑のヘッダーには、

擬人化されたアテナイ市民団に加冠する女神デモクラティア（「民主政」）の姿のレリーフ
が彫られている。48）本来、ホシアに属する政治をヒエラの領域に仮託して全体を聖化する
ような姿勢は、先に引用した一世紀前のアリストファネスの一節を経て、まさにリュクル
ゴス期の宗教環境を象徴しつつ、「エフェボスの誓い」のヒエラ・ホプラと通底するメン
タリティを思わせる。
このように前4世紀には、本来、ホシアの領域に属するものが、ヒエラに呑み込まれて
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いくような現象が認められる。祖国全体、そのヒエラとホシアを総体としてヒエラと見做
すような「エフェボスの誓い」に認められる感覚は、こうした前5世紀以降のアテナイ人
の世界観―ヒエラとホシア―の認識変化を経て、前4世紀において亢進されたものと言
えるのではないだろうか。49）

7．結 び

本稿での結論の一つは、「エフェボスの誓い」は前4世紀にアルカイック風を模しての
捏造、あるいは考案された要素が強いということである。この点自体は従来の議論で唱え
られていたことであり、この誓いを前360年代の考案と唱える Robertsonを支持するもの
となるが、リュクルゴス期にまで引き上げる可能性も認めたい。50）

だが本稿の主張は、それに留まらない。ヒエラ・ホプラというフレーズのへの無関心が
まさに象徴しているように、祖国のための戦いを「聖なる」ものと見做す認識については、
古代ギリシア人の認識を踏まえずに当然視してきた研究史における視角の陥穽・誤謬を指
摘することができる。更に、「ヒエラとホシア」という空間認識・世界原理については不
変とするような無垢な思い込みを排してみれば、ヒエラ・ホプラというフレーズは、前5
世紀のペルシア戦争という一大危機を乗り越えて以降のアテナイ人の経験によって生み出
された「聖俗」認識のパラダイム・シフトを踏まえて考案された歴史的産物の可能性が高
い。
そして、この問題は、古典期アテナイの宗教環境の展開とその評価を巡る重要な問題を

も提起する。ペルシア戦争「勝利」の経験を経て、アテナイでは、ヒエラとホシアの領域
が曖昧となり、ヒエラがホシアを取り込んでいくかの現象が認められる。ヒエラ・ホプラ
もこの現象の一つに位置づけられる訳だが、我々は、このアテナイ全体の「聖化」の傾向
をどう評価すべきか。世俗的なものの聖なるものへの「格上げ」の現象は、聖－俗の区別
を消失させる。実のところ、そのことは同時に「聖なるもの」の意義が皮相的なものとな
らざるを得ないことを不可避的に要請し、ポリス全体の卑俗化と表裏一体の現象となる。
リュクルゴス期に進められた patris-religion51）は、その実、当該期の聖俗の土台の瓦解を
半ば無意識的に取り繕いつつ、マケドニアに敗北した後のアテナイ社会の不安と緊張を露
呈しているように思われる。52）玉砕したテーバイの「神聖部隊」について、この時期に初
めて言及が認められることも、おそらく偶然ではあるまい。

〔了〕
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